
 
 

 

日本と台湾は歴史的に深い結びつきがあ

りますが、近時、台湾の半導体メーカーTSMC

が熊本県に工場を設置する等、日台間の経

済的結びつきもますます強固となっていま

す。そして、日台間の交流が活発化するにつ

れて、それに伴う紛争もますます多くなる

と考えられます。そのような紛争を解決す

るためには、台湾の法のみならず司法制度

に関する知識も必要になってきますが、日

本において得られる台湾の司法制度に関す

る情報は、日台間の国際取引の重要性に比

して少ないのが現状です。さらに、台湾で民

事訴訟を掌る最上級審裁判所裁判官の任

用・育成とその補佐体制に関する情報は、ほ

とんど皆無といってもよい状態にあります。 

そこで、本研究は、民事訴訟における最上

級審裁判所であるところの最高法院の裁判

官の任用・育成方法とその補佐体制を明ら

かにすることを目的として、最高法院裁判

官へのインタビューや文献調査により行わ

れました。本研究によって明らかとなった

ことは、主に三点です。 

第一に、最高法院は民事訴訟と刑事訴訟

を掌る裁判所であり、憲法訴訟は憲法法廷

によって別に行われるという点です。 

 

 

 

第二に、最高法院裁判官には大学教授や

弁護士等もなることができますが、その多

くは職業裁判官から任命されます。平均年

齢は 50歳半ばとなっており、日本の最高裁

判所裁判官の平均年齢よりも 10歳以上も低

くなっています。そのため、在職年数はおお

むね 13年です。最高法院裁判官の職務には

法律以外の知見も要求されるため、毎年最

低 40時間の研修を受けなければならないと

されています（このほかに、任意による研修

制度があります）。研修項目は、例えば ITセ

キュリティやジェンダー平等など、多岐に

わたっています。また、最高法院裁判官を補

佐するため、1名の裁判官に対して原則 1名

の裁判官助理が付きます。裁判官助理は法

律専門職であり、4年間の有期雇用として法

学修士号保持者や弁護士有資格者などが優

先的に採用されています。 

 第三に、最高法院の裁判官数は 2023年 11

月時点で総計 87名となっており、民事部に

は 45名の裁判官が所属していますが、その

3分の 2が女性裁判官となっており、司法に

おける女性活躍が目覚ましいということで

す。筆者は女性初の最高法院院長に就任し

た高孟焄院長に面会し、司法における女性

活躍について懇談する大変貴重な機会に恵

まれました。 

高院長との懇談内容を含めた詳細は、拙

稿「台湾における最高法院及び同裁判官の

任用・育成と補佐体制―民事訴訟を中心と

して―」武蔵野法学 20 号をご覧ください。 
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